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今日の国政状況における憲法問題
――憲法違反の政治状況に対して「立憲主義を取り戻す」――

中京大学法科大学院 教授
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１ ．はじめに

　集団的自衛権の行使を容認する「安全保障関連法案」が、２0１5年 ７ 月１6日に衆議院本会議で与党

などの賛成多数で可決され、参議院に送付された。この法案は、「武力攻撃事態法」など既存の１0法

を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」の二本立てのもので

あるが、法案そのものの内容においても、また法案の策定や審議の手続においても、憲法に違反す

る点が顕著に見られる。すなわち、政府がこれまで憲法 9条の下では違憲と説明してきた集団的自

衛権の行使を可能としていることや、アメリカなど他国の軍隊による武力行使に自衛隊が地理的限

定なく緊密に協力することを認めていることなど、内容的にみて、この法案は、憲法 9条をはじめ

とする憲法の平和主義の規定や原則に反している。また、２0１４年 ７ 月 １ 日の閣議決定により、従来

の政府見解を変更して、内閣が集団的自衛権の行使を認める解釈を行ったこと、２0１5年 ４ 月２７日の

日米合意で、政府が「日米防衛協力指針（ガイドライン）」を改定して、未だ成立していない「安全

保障法制」の先取りをすでに決定したこと、この度の「安全保障関連法案」が、重要法案であるに
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もかかわらず一括法案として策定・審議され、強行採決されたことなど、手続的にみて、この法案

は、立憲主義・国民主権・議会制民主主義という憲法原理に反するものである。

　しかし、現在の国会の会派構成をふまえるならば、「数」の論理により、この「違憲」の法案が成

立する可能性がきわめて大きい。自民党・公明党の政府与党は、衆議院では ３分の ２以上の多数を

占め、参議院でも過半数の議席を保持している。衆議院では、安保関連法案の本会議採決の前日 ７

月１5日に、安保法制特別委員会でも与党側の賛成多数で強行採決されたが、ここで首相自らが法案

に対する国民の理解が進んでいないことを認めつつも、翌１6日に本会議で可決された。また、これ

以前の 6月２２日には、通常国会の会期を95日間延長し、 9月２７日までとすることを与党側の賛成多

数で議決したが、このように通常国会としては戦後最長の会期延長が行われたのは、参議院での審

議に時間がかかっても、衆議院の法案可決後に参議院が60日以内に議決しなければ、否決したもの

と衆議院がみなし（憲法59条 ４ 項）、衆議院が ３分の ２以上の多数で再可決をすることで（憲法59条

２ 項）、まさに「数」の力によって、この法案の成立が見込まれているからである。

　ところが、この法案を審議している国会議員の多くは、衆議院においても参議院においても、「違

憲状態の選挙で選出」されている。現在の衆議院議員は、２0１４年（平成２6年）１２月１４日の衆議院総

選挙で選出されているが、小選挙区選出議員（総定数４７5のうち２95）については、選挙区間の最大

較差が２.１３対 １ で、投票価値の著しい不平等状態で選出されており、「違憲状態」にある（平成２6年

選挙に対する選挙無効訴訟における各高裁判決の大多数の判断）。また、参議院議員は、２0１３年（平

成２5年） ７月２１日の参議院通常選挙と２0１0年（平成２２年） ７月１１日の参議院通常選挙で、それぞれ

半数ずつ選出されているが、地方区選出議員（総定数２４２のうち１４6）については、選挙区間の最大

較差が、平成２5年選挙では４.７７対 １ 、平成２２年選挙では5.0１対 １ で、それぞれ投票価値の著しい不平

等状態で選出されており、「違憲状態」にある（最高裁平成２6年１１月２6日判決および最高裁平成２４年

１0月１７日判決）。すなわち、国会議員のおよそ ３分の ２の議員が、「違憲状態の選挙で選出」されて

いるのが現状である。

　そうすると、「違憲状態の選挙で選出された国会議員」が、内閣総理大臣を選出して内閣を組織

し、かくして成立した政権が中心となって、安保関連法案の策定や審議に見られるような立憲主義

の憲法原理に反する政治を行っているとするならば、今日の政治状況が、二重の意味において憲法

違反となっていることになる。これら「違憲の政治家」が、「違憲の政治を行っている」というの

が、現在の政治状況の大きな問題点であり、立憲主義に基づく政治の実現が憲法上の要請であるこ

とから、「立憲主義を取り戻す」ことが求められている。

　そこで、本稿では、①現在の国会議員が「違憲状態」で選出されていること、②政治のあり方と

して、「首相政治」・「官邸政治」が強化されていること、③政府与党により立憲主義の原理に反する

政治が行われていること、を提示して、違憲状態の是正と立憲主義に基づく政治の実現が憲法上要

請されていることを明らかにすることとしたい。
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２ ．代表民主政の歪み

（ １）憲法の採用する統治の原理・制度

　　①立憲主義と代表民主制

　日本国憲法は、基本的人権の保障（１１条・9７条）、国民主権原理の採用（前文・ １条）、権力分立

原理の採用（４１条・65条・７6条 １ 項）を明確にして、近代市民憲法（近代立憲主義憲法）としての

性質を有し、また、社会権の保障（２5条～２8条）、経済的自由の規制（２２条 １ 項・２9条 ２ 項）、普通

選挙の保障（１5条 ３ 項）、違憲審査制の採用（8１条）など、現代市民憲法（現代立憲主義憲法）とし

ての特色を備え、さらに、明治憲法（大日本帝国憲法）に対する批判的な対応から、近代憲法の基

本原理を採用して立憲主義を徹底し、平和主義の原理（前文・ 9条）と象徴天皇制（ １条）を採用

している。

　近代憲法として、国民の自由や権利を保障すること（人権の保障）と統治の仕組みを規定して政

治の担当者にそのルールを守らせること（権力の制約）を憲法の目的としつつ、何よりも人権の保

障のために権力を制約するという点に、日本国憲法の立憲主義憲法たる性格が込められている。し

たがって、権力を拘束する法として、憲法は授権規範・制限規範という法規範性を有するのであり、

「最高法規」（１0章、98条 １ 項）として位置づけられるのである。このように、権力を法で拘束する

ことによって国民の権利・自由を擁護することは、権力が統治者の恣意的な意思によってではなく、

予め存在する法に従って行使されることを要求するものであるが、これは「法の支配」の原理その

ものである。権力の担い手は、「憲法」というルールに従って権力を行使しなければならないとす

る「立憲主義」の原理は、まさに「法の支配」のあらわれであり、政治の担当者に「憲法尊重擁護

義務」（99条）を課していることの意味も、ここにあるといえる。

　日本国憲法の採用する統治の基本原理として、「国民主権」の原理がある（前文・ １条）。国の政

治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民にあるとするものであるが、権力の所在または

正当性が国民にあるということは、国民以外の者が主権者であることを否定することになる。この

国民主権原理を前提として、「代表民主制」が採用されている（前文・４３条 １ 項）。すなわち、「日

本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」（前文）し、国民代表機関たる国

会は「全国民を代表する選挙された議員」（４３条 １ 項）で構成されるものとなっている。たしかに、

憲法改正の国民投票制（96条）や地方自治特別法の住民投票制（95条）など直接民主主義的な制度

が例外的に定められているものの、原則としては間接民主制の統治原理が採用され、これは、主権

者たる国民が自らの代表者を選んでその代表者が国民に代わって国政を担当するという代表民主制

であり、国民が選挙で選出した議員を構成要素とする議会が中心となって統治を行うという「代議

制」（「議会制」）である。

　また、日本国憲法は、「三権分立制」の統治原理を採用し（４１条・65条・７6条 １ 項）、国会と内閣

との関係では「議院内閣制」を採用している（66条 ３ 項・69条・ ７条）。「国民主権」の原理が、権

力の民主化を要請する民主主義的原理であるのに対して、「権力分立」の原理は、権力の濫用阻止
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を要請する自由主義的原理であり、国家権力をその性質に応じていくつかの作用に分割し、それぞ

れを異なる国家機関に分担させ、これら国家機関相互の間の抑制・均衡を図ることによって、権力

の濫用を未然に防止し、人権の保障を確保することが、その本来的な意味である。日本国憲法では、

三権分立制として採用し、「立法権」の「国会」帰属（４１条）、「行政権」の「内閣」帰属（65条）、

「司法権」の「裁判所」帰属（７6条 １ 項）を定めているが、国会と内閣との関係では、議院内閣制を

採用しており、両者の協力関係によって統治活動を推進し、国会による内閣の民主的コントロール

を予定して、こうした点では、権力分立原理が相対化されている。

　　②権力行使の正当性と責任政治

　議院内閣制の統治構造においては、行政権を担当する内閣は、国会とりわけ衆議院の多数派を基

盤として、その信任の下に組織され（6７条・68条）、国会との協力関係を維持しながら、与党多数派

に依拠した内閣の提案する法案を立法化することによって、政策を具体化し、実現していくことに

なる。政党の発達した現代国家においては、政党が、主権者たる国民と国会・内閣という政治部門

との媒介をなし、政党の活動を通じて、政策実現のプロセスがより明確に示されることになる。す

なわち、主権者たる国民が選挙によって自らの代表者を国会議員として選出し、国会はその多数の

意思に基づいて内閣を組織しながら、選挙を通じて国民から信託された公約を内閣は法案として具

体化し、国会の審議を経て立法化されることによって、政策が実現され、内閣を頂点とする行政機

関によって、こうした政策が実施されていくことになる。そして、このような政策の実施について

は、議院内閣制のメカニズムによって、内閣が国会に対してその責任を負い、さらに、国政選挙等

によって、国会の構成員たる議員は、選挙民たる国民に対して政治的な責任を負うことになる。

　かくして、日本国憲法の下では、国民主権原理の下に、代表民主制を通じて、「国民→国会→内

閣」という民主主義的正当性が一元的に貫徹され、この正当性に依拠して、国政における政策が立

案・審議・実施される仕組みとなっており、また、「内閣→国会→国民」という政治的な責任の所在

が明確に位置づけられることになる。「国民→国会→内閣」という政治権力の行使における正当性の

ルートが適切に確保されて、権力行使の憲法上の正当性が肯定されるのであり、「内閣→国会→国

民」という政治責任のルートが適切に機能することで、責任政治が実現されるものとなる。

（ ２）投票価値の平等と「一票の格差」

　　①選挙に関する憲法上の原則と投票価値の平等

　日本国憲法においては、主権者たる国民の選挙によって国会議員が選出され、衆議院も参議院も

「全国民を代表する選挙された議員」（４３条 １ 項）で組織される。公務員を選定し罷免することは国

民固有の権利とされ（１5条 １ 項）、国会議員の選挙も、国民の選挙権の行使によって実施される。そ

して、現代の選挙においては、選挙の自由・公正と効果的な代表の実現のために、①普通選挙、②

平等選挙、③自由選挙、④秘密選挙、⑤直接選挙、という選挙に関する基本原則が採用され、日本

国憲法においても、これらの選挙原則が、憲法上の原則として採用されていると解される。

（6）
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　平等選挙の原則は、当初は、選挙人資格の平等として「一人一票の原則」を指すものとして理解

されたが、今日では、各選挙人の投票が選挙の結果に対してもつ重みにおいても平等でなければな

らないとする「投票価値の平等」も要請されると解されている。日本国憲法においても、このよう

な「投票価値の平等」は、憲法１４条 １ 項の保障する法の下の平等から導かれる憲法上の原則として

位置づけられる。しかし、ある選挙区と他の選挙区との間の投票価値の平等が問題となる場合に、

選挙区間の平等の比率を常に １対 １とすることは、選挙区割りの具体的あり方や実際の人口移動な

どを考慮すれば、技術的に困難であることから、どの程度の較差であれば憲法上許容されるのか、

選挙区間の最大較差の許容限度が問題とされてきた。

　この点で、最も有力な学説は、「衆議院議員選挙については、具体的には、一票の重みが議員一人

当たりの人口の最高選挙区と最低選挙区とでおおむね ２対 １以上に開くことは、投票価値の平等の

要請に反すると解するのが妥当である。一票の重みが特別の合理的な根拠もなく選挙区間で ２倍以

上の較差をもつことは、平等選挙（一人一票の原則）の本質を破壊することになるからである。」と

説明し、このような考え方は、学説の一般的な傾向を凝縮したもので、広く支持されるものとなっ

ている。衆議院においては人口に比例して平等原則が厳密に適用されるべきという前提で、投票価

値の平等についても一人一票の原則を破壊しない限度として ２対 １の基準が打ち出されているので

あるが、逆に ２対 １を超えてしまえば、一人一票の原則が根底から崩れてしまうことになるのであ

るから、他の憲法上の要請がない限りは、選挙区の構築における技術的な問題との調整の必要を考

慮して、可能な限り １対 １に近づけることを原則とすべきである。また、参議院の場合については、

学説の傾向としては、衆議院の人口比例原則の厳密な適用が参議院においては多少とも緩和される

ことを理由に、２対 １の基準を超えることも許容するものも見られるが、最も有力な学説は、「両院

制の趣旨に適合する『公正かつ効果的な代表』を実現するために真にやむを得ない合理的な理由が

存するかぎり、人口比例の幅が衆議院の場合より若干広くなる可能性は認められるとしても、もし

都道府県を単位とする地方区（旧）では人口比例から大きく乖離する現状の是正が難しいとすれば、

むしろ憲法原則である投票価値の平等を生かすための新しい選挙区制の検討が必要となろう」とし

て、投票価値の平等の実現を重視している。参議院も、国民代表的性格は衆議院と異ならないので

あり、衆議院の場合と異なる憲法上の要請は、任期 6年で ３年ごとの半数改選（第４6条）という点

のみであるから、これに基づく「真にやむを得ない合理的な理由」がない限りは、人口比例原則を

後退させる必要性はなく、最大で ２対 １を基準とするのが最も合理的である。

　　②「一票の格差」訴訟と最高裁判例

　投票価値の平等は、実際の選挙に関して、従来は議員定数の不均衡の問題として訴訟で争われ、

今日では「一票の格差」訴訟として争われているものである。これは、各選挙区の議員定数の配分

に不均衡があり、そのために有権者数（人口数）との比率において、選挙区間における選挙人の投

票の価値（一票の重み）に不平等が存在し違憲ではないかという問題で、衆議院議員選挙において

は、かつての中選挙区制における議員定数不均衡の問題として、また、小選挙区比例代表並立制の

導入後は、小選挙区制における選挙区割りの不均衡の問題として争われ、参議院議員選挙において

（9）

（１0）

（１１）

（１２）

（１３）



24

H. Yokoo CHUKYO LAWYER

は、かつての地方区選挙、現行の選挙区選挙における議員定数不均衡の問題として争われているも

のである。

　国会議員の定数不均衡訴訟に関する最初の最高裁の判断は、参議院議員選挙における議員定数配

分規定の合憲性に関する事案について判断した昭和３9年 ２ 月 5 日大法廷判決（民集１8巻 ２ 号２７0頁）

であるが、選挙に関する事項の決定は国会の広い裁量的権限に委ねられ、定数配分の不均衡の問題

は、立法政策の当否の問題にとどまるもので違憲の問題は生じないとしていた。しかしながら、衆

議院議員選挙における議員定数配分規定の合憲性に関する事案について判断した昭和5１年 ４ 月１４日

大法廷判決（民集３0巻 ３ 号２２３頁）は、国会両議院の議員の選挙における各選挙人の投票価値の平等

が憲法の要求するものであり、国会が定めた具体的な選挙制度において合理的に是認することがで

きない投票価値の不平等が存するときは違憲となるとして、選挙区間の最大較差４.99対 １ の議員定

数配分規定を違憲と判断した。かくして、この昭和5１年判決は、投票価値の平等が憲法上の要請で

あることを明示的に認め、これ以降の定数不均衡訴訟の最高裁判決では、地方議会議員の定数不均

衡の事案に対する判決（昭和59年 5 月１７日第一小法廷判決・民集３8巻 ７ 号７２１頁）も含めて、投票価

値の平等を認めた昭和5１年判決の判断が基本的に踏襲されている。

　その後の衆議院議員の定数不均衡訴訟においては、最大較差３.9４対 １ の事案を違憲状態とした昭

和58年１１月 ７ 日大法廷判決（民集３７巻 9 号１２４３頁）、最大較差４.４0対 １ の事案を違憲とした昭和60年

７ 月１７日大法廷判決（民集３9巻 5 号１１00頁）、最大較差３.１8対 １ の事案を違憲状態とした平成 5年 １

月２0日大法廷判決（民集４７巻 １ 号6７頁）が続き、このように、較差 ３倍を超える場合には、投票価

値の著しい不平等の状態であると判断していた。そして、選挙制度が従来の中選挙区制から小選挙

区比例代表並立制に変更された後、選挙区割の基準として較差 ２倍以内を原則としながら「一人別

枠方式」の例外を設けた制度の下で実施された衆議院選挙において、平成１１年１１月１0日大法廷判決

（民集5３巻 8 号１４４１頁）は、制度形成時の最大較差２.３１対 １ の事案を合憲とし、その後も較差 ２倍強

の状況を合憲としてきたが、平成２３年 ３ 月２３日大法廷判決（民集65巻 ２ 号７55頁）は、「一人別枠方

式」の採用やこれに基づく選挙区間の最大較差２.３0対 １ について「違憲状態」と判断し、さらに、平

成２5年１１月２0日大法廷判決（民集6７巻 8 号１50３頁）も、最大較差２.４２5対 １ について「違憲状態」と

判断している。較差 ３倍以内でも ２倍を超えるものについて「違憲状態」と判断したのは、選挙区

割の基準が原則として ２倍以内とされ、例外的な「一人別枠方式」を認める合理的理由がもはや存

在しないとしたことによるが、最近の最高裁が、選挙制度の構築に国会の裁量を広く認めながらも、

裁量統制を強化して、より積極的な審査を行った結果でもあるといえる。

　参議院議員の定数不均衡訴訟に関しては、、昭和58年 ４ 月２７日大法廷判決（民集３７巻 ３ 号３４5頁）

は、昭和5１年判決が示した投票価値の平等が憲法上の要請であることを前提にしつつ、いわゆる参

議院の「特殊性」から立法府の裁量をより広範に認め、最大較差5.２6対 １ の事案や逆転現象につい

ても合憲と判断した。その後、１98２年（昭和5７年）に公職選挙法が改正されて、全国選出議員が比

例代表選出議員に、地方選出議員が選挙区選出議員に、選挙制度が改められた後も、定数不均衡訴

訟は、選挙区選挙に関して提起され続け、平成 8年 9月１１日大法廷判決（民集50巻 8 号２２8３頁）は、

最大較差6.59対 １ の事案について「違憲状態」と判断したが、その後の合憲判決も含めて、参議院

（１４）
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議員の定数不均衡についての事案ではすべて、較差が 6倍未満であることから、較差 6倍を超える

場合が違憲状態と捉えているものと推察されることになった。しかし、平成１6年 １ 月１４日大法廷判

決（民集58巻 １ 号56頁）、平成１8年１0月 ４ 日大法廷判決（民集60巻 8 号２696頁）、平成２１年 9 月３0日

大法廷判決（民集6３巻 ７ 号１5２0頁）では、それぞれ較差5.06対 １ 、5.１３対 １ ．４.86対 １ に対して、い

ずれも結論として合憲との判断を行っているが、平成１6年判決以降の判断では、昭和58年判決や平

成 8年判決など従来の判例法理の判断の枠組みを基本的に維持しながらも、とくに補足意見や反対

意見の動向をふまえつつ、投票価値の平等を憲法上の要請としてより重視し、立法裁量については

より厳格に評価する傾向を強めてきた。そして、平成２４年１0月１７日大法廷判決（民集66巻１0号３３5７

頁）は、較差5.0１対 １ に対して「違憲状態」と判断し、参議院についても、適切に民意が反映される

よう投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められ、この要請が後退してよいと解

すべき理由はないとし、都道府県を参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上

の要請はなく、その固定化で投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続している場合、仕

組み自体を見直すことが必要になると述べている。ついで、平成２6年１１月２6日大法廷判決（民集68

巻 9 号１３6３頁）も、較差４.７７対 １ に対して「違憲状態」と判断し、「国民の意思を適性に反映する選

挙制度が民主政治の基盤であり、投票価値の平等が憲法上の要請であることや、さきに述べた国政

の運営における参議院の役割等に照らせば、より適切な民意の反映が可能となるよう、従来の改正

のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、国会において、都道府県を単位として

各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべきかたちで改めるなどの具体的な改正案の検討と

集約が着実に進められ、できるだけ速やかに、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする

立法的措置によって違憲の問題が生ずる前記の不平等な状態が解消されるべきである」と述べてい

る。このように、最高裁は、較差が 6倍未満であっても違憲状態とする判断を示しており、投票価

値の平等が憲法上の要請であることを強調して、従来「参議院の特殊性」として容認していたもの

についても、投票価値の平等が重視されるべきことを明らかにしている。

　かくして、最高裁判例においても、投票価値の平等という憲法上の要請をより重視し、「一票の

格差」訴訟に対して、選挙制度に対する国会の裁量をより厳格に評価し、学説の多数の傾向と同様

に、選挙区間で ２倍以上の較差があることの問題性を指摘するようになっている。

（ ３）違憲状態の選挙による国会議員の選出と代表民主制の歪み

　　①違憲状態の選挙による国会議員の選出

　現在の国会議員は、衆議院議員については、２0１４年（平成２6年）１２月１４日の総選挙で選出され、

参議院議員については、２0１３年（平成２5年） ７月２１日の通常選挙と２0１0年（平成２２年） ７月１１日の

通常選挙で、それぞれ半数ずつ選出されている。憲法ならびに公職選挙法の規定では、衆議院議員

は、任期が ４年であるが解散が定められており（４5条）、両議院の議員の定数は法律で定めるもの

とされ（４３条 ２ 項）、総定数４７5人のうち、小選挙区選出議員が２95人、比例代表選出議員が１80人と

なっている（公選法 ４条 １項）。また、参議院議員は、任期が 6年であるが ３年ごとに半数が改選さ

（１5）
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れることが定められ（４6条）、総定数２４２人のうち、選挙区選出議員が１４6人、比例代表選出議員が96

人とされ（公選法 ４条 ２ 項）、 １回の選挙では、それぞれの半数（選挙区選出議員７３人、比例代表

選出議員４8人）が選出されることになっている（公選法１４条 １ 項）。しかし、現在の国会議員の多く

は、衆議院においても参議院においても、「違憲状態の選挙で選出」されている。

　現在の衆議院議員は、２0１４年（平成２6年）１２月１４日の衆議院総選挙で選出されているが、小選挙

区選出議員（総定数４７5のうち２95）については、小選挙区２95の選挙区間の最大較差が２.１３対 １ で、

投票価値の著しい不平等状態で選出されており、「違憲状態」にあると考えられる。この選挙に対し

て投票価値の平等に反するとして選挙無効訴訟が提起されたが、２0１5年 ３ 月から ４月にかけて、１７

件の高等裁判所判決が出されている。「合憲」とする判決が ４件、「違憲状態」とする判決が１２件、

「違憲」とする判決が １件で、「投票価値の著しい不平等状態で選出」されていることを認める判断

が大多数となっている。これら下級審判決に対する上告審として、最高裁が統一的な判断を行う見

通しであるが、平成２３年 ３ 月２３日大法廷判決で、最大較差２.３0対 １ について「違憲状態」と判断し、

さらに、平成２5年１１月２0日大法廷判決でも、最大較差２.４２5対 １ について「違憲状態」と判断してい

ることから、この平成２6年選挙についても、最高裁が「違憲状態」と判断することが想定される。

最近の最高裁の判断の枠組みからすれば、２0１２年（平成２４年）の公選法改正により、「 0増 5減」の

較差是正がなされたものの、「一人別枠方式」が是正後においても実質的に残されており、抜本的

な是正とはなっていないが、較差是正のための国会の取組みを一定評価するという判断が予想され

る。そして、選挙区割の抜本的な是正には、高度に政治的な判断が求められ、相応の時間を要する

ことから、投票価値の著しい不平等状態すなわち「違憲状態」にはあるものの、「違憲」との判断に

は至らないと考えられる。

　また、現在の参議院議員は、２0１３年（平成２5年）７月２１日の参議院通常選挙と２0１0年（平成２２年）

７月１１日の参議院通常選挙で、それぞれ半数ずつ選出されているが、地方区選出議員（総定数２４２の

うち１４6）については、選挙区間の最大較差が、平成２5年選挙では４.７７対 １ 、平成２２年選挙では5.0１

対 １ で、それぞれ投票価値の著しい不平等状態で選出されており、「違憲状態」にある。最高裁は、

すでに、２0１３年（平成２5年）選挙については平成２6年１１月２6日判決で「違憲状態」と判断し、２0１0

年（平成２２年）選挙については平成２４年１0月１７日判決で「違憲状態」と判断している。

　したがって、衆議院議員４７5人のうち約 ３分の ２に当たる小選挙区選出の２95人と、参議院議員２４２

人のうち約 ３分の ２に当たる地方区選出の１４6人は、「違憲状態」で選出されていることになる。す

なわち、国会議員のおよそ ３分の ２の議員が、「違憲状態の選挙で選出」されているのが現状であ

る。

　　②代表民主政の歪み

　このように、「違憲状態」の選挙が実施されているということは、国民の選挙権や平等権という基

本的人権が侵害されていることとあわせて、国民主権の原理や代表民主制という憲法原理が遵守さ

れていないことになる。

　有権者に保障される選挙権が、選挙区間の投票価値の不平等により、その実質的な価値において

（１6）
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差別されていることになり、「一人一票」を原則とする選挙権の侵害が生じていることになる。具体

的には、「一票の格差」が ２倍以上となり、一方では「一人二票」以上の投票を実質的に行っている

者があるのに対して、他方では「一票の価値」が0.5票以下になっている者もあり、不平等状態が生

じているということである。ここには、「選挙権・平等権の侵害」や「平等原則違反」が生じてお

り、憲法１5条 １ 項・ ３項、１４条 １ 項に違反する事態が生じていることになる。

　そして、「違憲状態」で選挙が行われ、国会議員が当選しているということは、違憲状態の選挙で

選ばれた者が国会議員として活動するということであり、この国会議員が構成員となって、国会が

立法権を行使し、首相を指名して内閣が構成されている。今日の政治は、違憲状態の選挙で選出さ

れた国会議員を中心して、まさに憲法違反の状態で運用されていることになる。

　日本国憲法の下では、代表民主制を通じて、「国民→国会→内閣」という民主主義的正当性が一元

的に貫徹され、この正当性に依拠して、国政における政策が立案・審議・実施される仕組みとなっ

ているが、国民の代表者を選出する過程で、投票価値の平等に反する違憲状態が存在するというこ

とは、「国民→国会→内閣」という政治権力の行使における正当性のルートが適切に確保されてお

らず、権力行使の憲法上の正当性に「歪み」が生じていることである。しかも、国会議員の選挙が

「違憲状態」であるとの最高裁の判断は、衆議院においても参議院においても、繰り返し示されてお

り、違憲状態を是正する国会の対応が不十分であることは明白である。このように、「憲法」という

ルールに従って権力を行使しなければならないとする「立憲主義」の原理が侵害され、行政権を行

使する内閣とそれを支える国会による「立憲主義」軽視の姿勢が、如実に見てとることができる。

　たしかに、最高裁によって「違憲」とされ「選挙無効」と判断されたわけではないので、「法的」

に違憲無効となっているわけではなく、国会や内閣の権限が法的に制約されることにはならない。

しかし、現在の国会議員の約 ３分の ２が「違憲状態」で選出され、「国民→国会→内閣」の正当性

ルートにおいて「正当性」の歪みの存在が、最高裁によって指摘されているのであり、代表民主制

における「正当性」の「歪み」の中で、国政上の重要な決定やそれに基づく政策の実施を行うこと

の「憲法上の問題」を直視する必要があると思われる。

３ ．立憲主義に反する政治

（ １）首相政治の光と影

　　①現政権の強みと驕り

　現在政権を担当している第三次安倍内閣は、２0１４年１２月１４日の総選挙で自民・公明の連立与党が

衆議院の ３分の ２を超える議席を獲得して大勝した結果、１２月２４日に召集された第１88回特別国会で

安倍晋三首相が内閣総理大臣に指名され、同日に発足したものである。

　安倍首相は、２0１２年 9 月２6日に行われた自民党総裁選で党総裁に返り咲き、２0１２年１２月１6日の総

選挙の結果、自民党が過半数の議席を獲得して政権に復帰し、１２月２6日に召集された第１8２回特別国

会で内閣総理大臣に指名されて、当日発足した第二次安倍内閣をすでに率いていた。第二次内閣の発
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足時は、衆議院では自民・公明の連立与党が過半数を占めていたが、参議院では野党が比較的大き

な勢力を保持して、連立与党は安定した多数派を占める状況にはなかった。第一次安倍内閣（２006

年 9 月２6日～２00７年 9 月２6日）が、わずか １年間の政権で終わったことをふまえて、第二次内閣で

は、比較的慎重な姿勢で政権運営が行われ、２0１３年 ７ 月２１日の参議院通常選挙では自民・公明の連

立与党が過半数を占めることによって、参議院でも安定した多数を占めるようになった。そして、

「アベノミクス」政策による経済状況の好転もあって、高い支持率を得ていた。２0１４年 9 月 ３ 日に発

足した第二次安倍改造内閣では、 ２人の閣僚が任命後 １ヵ月半ほどで辞任に追い込まれる状況が生

じたが、同年１１月２１日の「アベノミクス解散」および１２月１４日の総選挙で連立与党が圧勝すること

により、第三次内閣が誕生している。

　したがって、現政権には、いくつかの「強み」がある。まず第 １に、政権与党が衆議院で ３分の

２以上の多数を占めていることである。自民・公明の連立与党が２0１４年１２月１４日の総選挙で ３分の

２以上の議席を獲得したことにより、憲法上は、法案の議決について参議院が異なる議決をしても

衆議院が ３分の ２以上の多数で再可決することで、すなわち衆議院の意思だけで法案を成立させる

ことが可能となっている（59条 ２ 項）。第 ２に、現時点では、なおも総選挙直後の政権であることで

ある。選挙後最初の通常国会に臨んでいる現政権は、総選挙の際の「公約」の実施に向けて、国民

からの「信任」を前面に押し立てて、政策の実現を進めることが可能となっている。第 ３に、参議

院においても政権与党は過半数を維持する多数派であることである。現政権が目指す法案の成立に

ついて、政権与党は国会両院において多数を占めていることから、議席構成からすれば全く不安の

ない状況となっている。第 ４に、政権与党において、政権中枢が与党執行部を掌握していることで

ある。とくに自民党において、選挙制度の改革や政党助成制度の導入などによって、従来の派閥政

治から首相支配政治・官邸政治へと変容し、党執行部と首相官邸中心の政治構造が登場したことに

より、与党議員に対する強い支配力が生じ、政権の政策・方針に対して党内からあえて異論を出さ

ない状況となっている。また、連立与党の公明党をも追従させるものとなっている。

　しかし、このような「数の論理」と「力の論理」に基づく政権は、確かに「強み」を持つもので

あるが、その政権運営には、「驕り」を生じさせるものがある。第 １に、明らかに「数」を背景と

した政治が行われていることである。政権与党が ３分の ２以上を占めている衆議院では、 ７月１6日

に、安保関連法案の本会議採決に際して、首相自らが法案に対する国民の理解が進んでいないこと

を認めつつも、強行採決された。第 ２に、国会軽視の政治、国民軽視の政治が行われていることで

ある。安保関連法案の国会審議においても、確かに一定の時間をかけての審議になっているものの、

野党側の質疑などから法案の問題点が明るみなり、国民の側からも法案の内容や問題点に対する批

判が高まっている状況にありながら、衆議院では採決されている。第 ３に、政権に対する反対意見

や異論を無視あるいは軽視する手法が顕著であることである。与党側の国会議員に対してさえ、発

言を封ずるような政府与党側の姿勢は、自由な言論を制約するものに他ならない。第 ４に、国会審

議等において、説明責任を十分に果たそうとする姿勢が欠落していることである。安保関連法案の

審議において、問題点の指摘に対する具体的な説明が、法案を提出した政府側から、必ずしも十分

になされていない状況にある。
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　このような「驕り」が見られるにもかかわらず、現政権の「強み」をもたらしている「首相政

治」・「官邸政治」が実現されている背景には、「強い首相」と「強い内閣」の実現を目指してきた政

治改革・行政改革の実施がある。

　　②首相政治の実現可能性

　日本国憲法においては、「内閣」は、行政権の主体として、憲法上の機関と位置づけられ（65条）、

この内閣を統率する「内閣総理大臣」（首相）も、憲法上の位置づけを与えられ（66条 １ 項）、国会

の指名に基づき天皇により任命され（6７条・6条 １項）、内閣の首長として、国務大臣の任免権（68

条）など強力な権限を認められた。このように、日本国憲法は、行政各部に対する内閣の優位、他

の国務大臣に対する首相の優位を明確にして、国会中心の一元型議院内閣制の下で、内閣と首相の

地位・権限の強化が図られると同時に、国会とりわけ衆議院と内閣との関係を一元的に強化して、

その政治的な一体性を実現することにより、内閣と首相の強化と安定性を確保しようとしたもので

ある。しかし、実際の政治状況の中での運用は、内閣が、政権与党や官僚機構への依存を深め、国

会との関係を希薄にして、自らの存立基盤を狭小化し、国会の地位や機能の形骸化とともに、内閣

さらには首相の指導性の弱体化を招いてきた状況にあった。

　日本国憲法下の政治の運用は、とくに「55年体制」の下では、政党依存と官僚依存の政治として

位置づけられる。政権交代なき単独政党による政治の「独占」の中で、政権政党における派閥政治

の横行と政治腐敗が進行し、国民の意思に基づく政治家主導の政治が影を潜め、政権政党による大

臣ポストの「たらい回し」と頻繁な首相の交代が顕在化し、政治的なリーダーシップの欠けた、そ

して官僚組織に依存した政治の運用がなされてきた。そして、国民の選挙で選出された国会議員に

よる指名で選定される内閣総理大臣やその任命による国務大臣は、行政のトップたる内閣の構成員

となるものの、主権者国民からの「選出勢力」として、官僚組織と対峙してこれを統括するのでは

なく、むしろ「非選出勢力」たる官僚組織に依存した政治の運用が支配的となった。こうした政治

状況においては、首相のリーダーシップの欠如、内閣・大臣の官僚依存体質、与党と内閣との二重

権力の構造といった問題が生ずることになる。このような「55年体制」の政治の運用において生じ

た問題に対して、政治改革ならびに行政改革の必要性が提唱され、政権政党による派閥政治と政治

腐敗の問題には、「政党本位・政策本位の選挙」の実現を目指して、選挙制度の改革を中核とした政

治改革の議論がなされ、内閣の短命性や大臣交代の頻繁性という問題、さらには縦割り省庁官僚制

の問題については、内閣や首相の強化という方向で行政改革の実現が求められるようになった。

　１990年代の政治改革の中心には衆議院の選挙制度改革が置かれ、従来の中選挙区制に代えて、小

選挙区比例代表並立制を導入することにより、政党本位・政策本位の選挙を実現して、選挙で選出

された政治家が行政組織・官僚に対して主導的立場に立ち、政党指導部が所属議員に対して強力な

指導力を発揮しうるような政党システムに転換することが目指された。そして、政党指導部の持つ

候補者の「公認」権が重要な要素となり、また政党助成金を管理する政党執行部が政治資金の配分

において大きな役割を有することになったことから、政党指導部の権限がきわめて強化されること

となった。また、１990年代後半の行政改革においては、とくに官邸機能の強化すなわち首相自身の

（１７）

（１8）
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指導性の強化が打ち出され、一連の「中央省庁等改革関連法」の成立により、内閣機能強化のため

の措置（内閣法改正、内閣府設置法）がとられ、首相の重要政策案件の発議権（内閣法 ４条 ２項）、

首相の直接的な補佐・支援機関としての「内閣官房」の強化（内閣法１２条等）、内閣府の新設による

首相・内閣の補佐体制の整備（内閣府設置法）によって、内閣・首相の国政運営におけるリーダー

シップを高める仕組みが整備された。こうした一連の「行政改革」の流れにおける「内閣機能の強

化」については、「行政各部に対する内閣の優位」と「他の国務大臣に対する首相の優位」を目指す

ものであり、そのために、「首相の権限の強化」によって「内閣の機能の強化」をはかるというもの

であった。

　国民「世論」の支持を背景に自民党総裁選を勝ち抜いて登場した小泉純一郎首相は、かつての中

曽根康弘首相と同様に、党内基盤が弱いがゆえに、「世論」の支持に最大限依拠することで、逆に

政権与党をけん制することによって、自らの権力基盤を強化した。そして、小泉内閣が登場する段

階では、選挙制度改革をはじめとした政治改革によって、党内に対する政党指導部の権限が強めら

れ、また、中央省庁等の改革を基本とする行政改革によって、内閣および首相の権限の強化が図ら

れ、政権与党の党首たる首相の権限が格段に強化されており、小泉内閣の下では、首相が強いリー

ダーシップを発揮し得る前提条件が整っていた。しかし、小泉首相が強いリーダーシップを発揮す

ることができたのは、こうした前提条件の下に、政治の「大統領化」の状況の中で、従来の権力構

造を打ち破る「大統領的手法」を効果的に活用することができたことがあげられる。このような政

治の「大統領化」の下で、首相は、法令上首相に付与された権限を保持し、選挙において国民から

得た首相自身に対する個人的な信任を背景に、他の閣僚はもちろんのこと、官僚機構や政権政党か

らも自律的な活動領域を有することが可能となる。また、自らの個性とその独自の政策に基づいて

政権党の党首となり、選挙において、その個性と政策を前面に出して選挙民の支持を得て勝利し、

首相の地位に就いた場合には、政党からの縛りを抜け出て、政党からの自律性を獲得し、むしろ一

般党員や国民からの支持を背景に、逆に政党を指導できるようになる。そして、選挙の際には、政

党の「顔」として、その個性と指導力が強調されるのであるから、選挙民に多大な影響力を行使で

きる者が「党首」となり、さらには「首相」となるための条件となる。こうした観点から見た場合

に、小泉首相の一連のパフォーマンスは、まさに政治の「大統領化」に適合したものであり、首相

としてのリーダ－シップの強さの背景も、こうした側面からもとらえることができる。

　現在の安倍首相および安倍内閣においても、首相政治・官邸政治の実現という観点からは、小泉

首相および小泉内閣と類似した状況が見られる。首相政治においては、首相の強いリーダーシップ

の下に、首相官邸を中心とした政治の運用が行われて、政党依存の政治や官僚依存の政治からの脱

却がみられ、こうした点では、「他の国務大臣に対する首相の優位」と「行政各部に対する内閣の

優位」が実現され、憲法の規定する政治の運用に近づいたとも言える。また、主権者国民の側から

も、「わかりやすい政治」として受け入れられやすい面がある。しかし、権力の行使には、国家機関

それぞれの「地位・権限・責任」のバランスが常に必要であり、このバランスが崩れた場合には、

政治状況において問題が生ずる。現政権が、「数」の政治や「驕り」の政治に陥り、権力行使に対す

る「責任」軽視の政治を行っているとするならば、まさに、「立憲主義」の軽視であり、「権力に対

（１9）

（２0）
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する不信」が醸造されることになる。

（ ２）立憲主義を否定する政治

　　①立憲主義を軽視・否定する発言・姿勢

　安倍政権は、集団的自衛権の行使を容認する「安全保障関連法案」を衆議院で強行採決したよう

に、「数」と「力」の政治を推し進め、権力行使に対する「責任」軽視の政治を行っているが、こう

した「驕り」の政治は、首相や閣僚など政権中枢の政治家による「立憲主義」の軽視や否定の言動

として、顕著に現れている。

　まず、第二次安倍内閣当時の２0１４年 ２ 月 ３ 日に、第１86回通常国会の衆議院予算委員会において、

安倍内閣総理大臣は、「憲法について、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという

考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方で

あって、今まさに憲法というのは、日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないか、

このように思います。」と発言している。「国家権力を縛るものだという考え方」は、まさに「立憲

主義」の原則であるが、これを憲法についての考え方の「一つ」と捉え、しかも「かつて王権が絶

対権力を持っていた時代の主流的な考え方」であると解している。ここには、現代の日本国憲法の

下では、「立憲主義」は時代遅れのもので不要との認識と見られるが、憲法学において、立憲主義の

原則を時代遅れで不要とする見方は存在しない。

　また、２0１5年 6 月 5 日の第１89回通常国会の衆議院安保法制特別委員会において、中谷元防衛大

臣・安全保障法制担当大臣は、「政府としては、国民の命とそして平和な暮らしを守っていくため

に、憲法上安全保障法制はどうあるべきか、これは非常に国の安全にとって大事なことでございます

ので、与党でこういった観点で御議論をいただき、そして現在の憲法をいかにこの法案に適用させ

ていけばいいのかという議論を踏まえまして閣議決定を行ったわけでございますので、多くの識者

の御意見を聞きながら真剣に検討して決定をしたということでございます。」と発言している。「現

在の憲法をいかにこの法案に適用させていけばいいのかという議論を踏まえまして閣議決定を行っ

た」、すなわち「憲法を法案に適用させた」ということは、憲法を法案の内容に適合するように解釈

するということであり、憲法に適合するように法律を制定・適用するという法律の合憲性の問題か

らすれば、本末転倒の重大事態である。これこそ、安全保障関連法案が、憲法に適合しない点を認

識しながら、閣議決定を行ったことを如実に示すものであり、首相および閣僚が、立憲主義に違反

する行為を行い、憲法尊重擁護義務に違反するものであることは明らかである。

　このように、現在の首相や安全保障関連法案の担当大臣が、立憲主義の原則を軽視・否定する発

言をしていることは、現政権の政治姿勢としても、立憲主義にあえて「挑戦」する態度をとってい

るものと考えることができる。

　　②立憲主義に挑戦する政府与党

　政府与党は、集団的自衛権行使を容認する閣議決定を行い、安全保障関連法案を策定して国会に

（２１）

（２２）

（２３）



32

H. Yokoo CHUKYO LAWYER

提出するなど、違憲の疑いの強い行為にあえて踏み切る姿勢をとっている。２0１４年 ７ 月 １ 日の閣議決

定は、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた従来の政府見解を変更して、内閣が集団

的自衛権の行使を認める解釈を行ったものであり、限定的であれ集団的自衛権を行使するとなれば

必要最小限度の範囲を逸脱し、憲法に違反する疑いがきわめて強い。かくして、違憲の疑いの批判

を受けながら、第二次安倍内閣は、閣議決定を行った。また、集団的自衛権の行使を容認する「安

全保障関連法案」は、法案そのものの内容において、政府がこれまで憲法 9条の下では違憲と説明

してきた集団的自衛権の行使を可能としていることや、アメリカなど他国の軍隊による武力行使に

自衛隊が地理的限定なく緊密に協力することを認めていることなど、憲法 9条に違反しており、法

案の策定や審議の手続においても、閣議決定により、従来の政府解釈を変更して、内閣が集団的自

衛権の行使を認める解釈を行ったこと、２0１5年 ４ 月２７日の日米合意で、政府が「日米防衛協力指針

（ガイドライン）」を改定して、未だ成立していない「安全保障法制」の先取りをすでに決定したこ

と、この度の「安保関連法案」が、重要法案であるにもかかわらず一括法案として策定・審議され、

強行採決されたことなど、この法案は、立憲主義・国民主権・議会制民主主義という憲法原理に反

するものである。このような点で違憲の疑いの強い法案について、安倍内閣は、閣議決定し、衆議

院では強行採決を行っている。

　さらに、政府与党は、憲法違反・立憲主義違反との批判に対しては、これらの批判に真っ向から

挑戦する姿勢を示している。集団的自衛権行使容認の閣議決定をするに際して、内閣における合憲

性の判断を行ってきた内閣法制局の役割を抑え、法制局長官の人事を首相・内閣の実質的な判断の

下に行うように変更して、集団的自衛権行使は憲法上許容されないと判断してきた内閣法制局の考

え方を転換させたが、これは、内閣法制局による政権内の立憲主義の確保という従来の枠組みを瓦

解させたことになる。また、２0１5年 6 月 ４ 日に、第１89回通常国会の衆議院憲法審査会に招致され

た ３人の憲法学者が、いずれも安全保障関連法案について憲法違反との考えを示しても、政府与党

は、「憲法学者が決めるわけではない」との開き直りをして、立憲主義に対する政府の姿勢の問題

を、広く世論に喚起させるものとなった。

（ ３）安全保障関連法案をめぐる憲法上の問題

　　①集団的自衛権行使容認の閣議決定（２0１4.7.1）

　「自衛権」とは、一般に、「外国からの急迫または現実の不正な侵害に対して、国家が自国を防衛

するためにやむをえず行う一定の実力行使の権利」と説かれ、自然法上の自己保存権として、伝統

的に国家固有の権利と解されてきた。この自衛権の行使が認められるのは、 ３ つの要件、すなわ

ち、①「違法性」（急迫または現実の不正な侵害があること）、②「必要性」（侵害排除のためには一

定の実力行使以外に他に選択する手段がないこと）、③「均衡性」（自衛のためにとられた実力行使

が、急迫な侵害を防ぐうえで、または加えられた侵害を排除するために必要な限度で行使され、侵

害行為と釣り合っていること）の ３要件が必要とされている。「戦争の放棄と戦力の不保持」（ 9条）

を定める日本国憲法の下で、この「自衛権」の位置づけが問題となってきた。学説では、自衛権を

（２４）
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放棄したものとする「自衛権放棄説」もみられるが、主権国家が固有の権利として自衛権を保持す

ることは「国際法の一般原則」であり、 9条といえどもこの権利を否定しうるものではなく、憲法

上留保されているとする「自衛権留保説」が主流である。このうち多数説は、 9条は自衛権を放棄

していないが、｢戦力｣・｢武力｣ による自衛権の行使を禁じており、｢自衛権｣ は、外交交渉・警察

力・群民蜂起などにより行使されるとする「非武装自衛権説」であるが、有力説として、自衛権が

憲法上放棄されることはありえず、自衛の行動は当然認められるものであるから、自衛のために必

要な、「戦力」に至らない実力（すなわち「自衛力」）を保持することは認められるとする「自衛力

肯定説」があり、政府の公定解釈でもある。判例も、自衛権の存在を否定していない（砂川事件最

高裁判決・最大判昭和３４･１２･１6刑集１３-１３-３２２5）。

　このような国家固有の権利としての自衛権は、独立国家であれば当然有する権利であり、国連憲

章5１条で「個別的自衛権」として認められているものである。この国連憲章5１条は、「個別的又は集

団的自衛の固有の権利」として規定し、「個別的自衛権」に加えて、国連憲章で新たに認められた

「集団的自衛権」について定めている。この「集団的自衛権」は、「他国に対する武力攻撃を、自国

の実体的権利が侵害されていなくても、平和と安全に関する一般的利益に基づいて援助するために

防衛行動をとる権利」であり、日本国憲法の下では認められないと解されている。

　「集団的自衛権」について、政府は、従来の見解（１9７２年１0月１４日政府資料「集団的自衛権と憲法

との関係」）では、憲法の下で武力行使が許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処す

る場合に限られ、集団的自衛権の行使は許されないとしてきた。すなわち、わが国が国際法上この

集団的自衛権を有していることは主権国家として当然であるとしながら、憲法は、自国の平和と安

全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じていないが、それは、あ

くまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急

迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として容認されるも

ので、その措置はこの事態を排除するためにとられるべき必要最小限の範囲にとどまるものである

から、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許

されないとする。そして、自衛隊を合憲と解するのは、「自衛権」に基づく「自衛のための必要最小

限度の実力」と解してきたことによる。

　しかしながら、第二次安倍内閣は、２0１４年 ７ 月 １ 日に、集団的自衛権行使を容認する閣議決定を

行った。この閣議決定の「 ３  憲法第 9条の下で許容される自衛の措置」の部分で、「我が国を取り

巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くた

めには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、い

かなる解釈が適切か検討し」、「政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる」ので、

「従来の政府見解における憲法第 9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを

守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある」としている。そして、「自衛の措置は、あくまで

外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不

正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるも

のであり、そのための必要最小限度の『武力の行使』は許容される」とするのが、「憲法第 9条の
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下で例外的に許容される『武力の行使』について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根

幹、いわば基本的な論理」で、「憲法第 9条の下では今後とも維持されなければならない」とする。

そのうえで、「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえ」

て、「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する

武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が

根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を

守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解

の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断す

るに至った」としている。かくして、このような「憲法上許容される上記の『武力の行使』は、国

際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があ」り、「この『武力の行使』には、他国に対する武

力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全う

し，国民を守るため，すなわち，我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許

容されるものである」とする。以上のような論理で、国際法上は集団的自衛権が根拠となる「武力

の行使」でも、「憲法上」自衛の措置として許容されるとの論理で、従来の政府解釈では禁止されて

きた「集団的自衛権の行使」を限定的であれ認めるものとなっている。

　この７/１閣議決定は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我

が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があ

る場合」には、集団的自衛権の行使が認められるとするものであるが、限定的であれ集団的自衛権

で他国を防衛するとなれば必要最小限度の範囲を逸脱するものであることは明白で、従来の政府見

解とは明らかに異なる。７２年見解は、集団的自衛権の行使を否定しており、集団的自衛権の行使を

可能にするには、７２年見解を否定しなければ論理的整合性がないにもかかわらず、７/１閣議決定は、

集団的自衛権の行使を否定するために示された７２年見解の主要な部分を、行使容認の根拠として引

き継いでおり、根本的な矛盾を抱えている。集団的自衛権行使を容認する７/１閣議決定は、憲法違反

の内容・手続を含むものとして違憲であると言わざるを得ない。

　　②「日米防衛協力のための指針」（ガイドライン）の改定（２0１5.4.２7）

　安倍政権は、集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法案の国会審議に先駆けて、２0１5年 ４ 月

２７日に、新たな「日米防衛協力のための指針」（ガイドライン）を日米安全保障協議委員会（ ２＋

２）で了承し、日米両政府の合意とした。この新ガイドラインについて、防衛省ホームページでは、

「安全保障法制との整合性も確保しつつ、『切れ目のない』形で我が国の平和と安全を確保するため

の協力を充実・強化する」とともに、「日米両国は同盟の抑止力・対処力を一層強化」していくと説

明されている。

　この新ガイドラインでは、「日米両国間の安全保障及び防衛協力」の重要事項として、①「切れ目

のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応」、②「日米両政府の国家安全保障政策間の相乗

効果」、③「政府一体となっての同盟としての取組」、④「地域の及び他のパートナー並びに国際機

関との協力」、⑤「日米同盟のグローバルな性質」、が強調されている。そして、「日本以外の国に対

（２8）
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する武力攻撃への対処行動」として、「自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が

発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆さ

れる明白な危険がある事態に対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴

う適切な作戦を実施する。」と定められており、すでにわが国の集団的自衛権の行使を盛り込んだ内

容となっている。

　このように、新ガイドラインは、すでに７/１閣議決定が集団的自衛権の行使を容認する内容を決定

したことを前提に、未だ安全保障関連法案が成立していない状況にもかかわらず、日米政府間の合

意として決定されている。すなわち、この新ガイドラインは、「安全保障法制」の先取りとなって

おり、一連の法整備が今後なされることを前提に、日米政府間で合意されたもので、むしろ安全保

障関連法案は新ガイドラインの実施法として位置づけられるものとなっている。また、定められて

いる内容からすれば、日米安全保障条約の範囲を超えており、安保条約との関係でも問題のあるも

のである。したがって、新ガイドラインは、内容的には、自衛隊が米軍の活動を世界規模で補完す

る可能性があり、憲法や日米安保条約に反するものであり、手続的にみても、国会軽視の代物であ

る。

　　③安全保障関連法案の閣議決定（２0１5.5.１4）と法案の内容

　集団的自衛権の行使を容認する「安全保障関連法案」は、自民党と公明党の与党協議における合

意をふまえて、２0１5年 5 月１４日に、第三次安倍内閣で閣議決定され、翌１5日に、内閣提出法案とし

て国会に提出された。安倍内閣は、すでに前年 ７月 １日の閣議決定で集団的自衛権行使容認の決定

を行っており、 ４月２７日には米政府との間で新ガイドラインを合意して、法制化の整備に向けて下

準備を終えていた。これら７/１閣議決定や新ガイドラインが憲法違反の疑いがきわめて強いことは、

既に述べたとおりである。

　この「安全保障関連法案」は、既存の１0法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」（「我が

国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」）と新設

の「国際平和支援法案」（「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対す

る協力支援活動等に関する法律案」）の ２つの法案から成る。「平和安全法制整備法案」は、①「自

衛隊法」、②「国際平和協力法」、③「周辺事態法」、④「船舶検査活動法」、⑤「武力攻撃事態法」、

⑥「米軍行動関連措置法」、⑦「特定公共施設等利用法」、⑧「外国軍用品等海上輸送規正法」、⑨

「捕虜取扱い法」、⑩「国家安全保障会議設置法」、の１0個の法律の改正を一括して行う法案であり、

法案の目的や全体像を理解することは容易ではなく、むしろ分かりにくいことに特徴があり、国民

の理解を妨げるものとなっている。提案理由には、「我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏ま

え、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かさ

れ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施

する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施す

る合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力義

務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置につい
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て定める必要がある。」とある。また、「国際平和支援法案」は、その提案理由として、「国際社会の

平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に

従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的

に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動を行うこ

とにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。」とされて

いる。そして、この「安全保障関連法案」は、国際環境における脅威の拡大に対して国民の生命・

安全と平和を守るために、切れ目のない対応の整備をして、強固な日米同盟関係の確立によって抑

止力を高めることを目的としており、限定的な集団的自衛権の行使を認めるものの国会の承認など

厳格な歯止めがなされているとの説明が、政府側からなされている。

　しかし、この法案においては、「武力攻撃事態法」の改正内容では、「集団的自衛権」の行使を可

能とするものとなっており、また、「周辺事態法」の改正内容（「重要影響事態法」に名称変更）で

は、戦闘中の他国軍隊に対して「後方支援」することが可能であり、さらに、「国際平和支援法案」

では、国会の事前承認によって自衛隊の早急な紛争地への「派遣」を可能とするものとなっている。

ここには、日本国憲法下の安全保障政策の大きな転換がある。第 １に、「個別的自衛権」に基づく

「専守防衛」の政策から「集団的自衛権」の行使を容認して「他国防衛」をも含めた政策への転換

である。第 ２に、政府の見解・姿勢として、従来の集団的自衛権行使の禁止から容認へという転換

である。第 ３には、「重要影響事態法案」や「国際平和支援法案」の成立により、自衛隊の展開が、

わが国に関係する地域から世界規模に拡大が可能となるという転換である。したがって、これまで

憲法 9条との整合性を保つために考案されてきた防衛法制に関するさまざまな制約や基準が、大幅

に変更され、自衛権の行使や自衛隊の出動がより緩和されることになる。かくして、わが国が直接

攻撃を受けた場合でなくても、わが国と密接な関係にある他国が武力攻撃され、「日本の存立が脅か

され、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある」と政府が判断すれば海外で武力行使が可

能となるのであり、このように集団的自衛権行使を容認することは、明らかに憲法に違反するもの

である。

　　④安全保障関連法案の国会審議の状況

　２0１5年 5 月１４日に第三次安倍内閣で閣議決定された「安全保障関連法案」は、翌１5日に、内閣提

出法案として国会に提出された。国会では、まず、衆議院において、安保法制特別委員会（「我が国

及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」）に付託されて、 ７月１5日に、自民党と公明党

の賛成多数により委員会で可決され、翌１6日に、本会議で自民・公明の与党と次世代の党の賛成多

数で可決された。そして、参議院において、衆議院からの法案の送付を受けて、安保法制特別委員

会（「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」）に付託され、 8月の段階で、法案

に対する審議が継続して行われている。

　 6月 ４日の衆議院憲法審査会では、憲法保障をめぐる諸問題についての調査が議題となり、立憲

主義や違憲立法審査の在り方などが対象とされ、参考人として ３人の憲法学者（長谷部恭男早稲田

大学法学学術院教授・小林節慶應義塾大学名誉教授・笹田栄司早稲田大学政治経済学術院教授）が
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招致され、各参考人からの意見陳述と委員からの質疑応答がなされたが、安保法制特別委員会で審

議されている「安全保障関連法案」の合憲性に関する意見を求められた際に、 ３人の参考人いずれ

もが憲法違反であるとの見解を示した。具体的には、中川正春委員（民主党）が、今の安保法制が

憲法違反かどうかを質問したことに対して、自民党・公明党の与党と次世代の党の推薦による長谷

部参考人は、「まずは、集団的自衛権の行使が許されるというその点について、私は憲法違反であ

るというふうに考えております。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんし、

法的な安定性を大きく揺るがすものであるというふうに考えております。」とし、「それからもう一

つ、外国の軍隊の武力行使との一体化に自衛隊の活動がなるのではないのか、私は、その点につい

ては、一体化するおそれが極めて強いというふうに考えております。」と述べて、集団的自衛権行

使の容認が憲法違反であり、自衛隊の活動が外国の軍隊の武力行使と一体化するとの考えを示した。

また、民主党の推薦による小林参考人は、「私も違憲と考えます。憲法 9条に違反します。」とし、

「少なくとも、仲間の国を助けるために海外に戦争に行く、これが集団的自衛権でないと言う人はい

ないはずです。これをやろうということですから、これは憲法 9条、とりわけ ２項違反。」と述べ

て、集団的自衛権の行使であって憲法 9条に違反するとの考えを示した。そして、維新の党の推薦

による笹田参考人は、「例えば日本の内閣法制局は、自民党政権とともに安保法制をずっとつくって

きていたわけで」、「本当にぎりぎりのところで保ってきて」、「今回、私なんかは、従来の法制局と

自民党政権のつくったものがここまでだよなと本当に強く思っておりましたので」、「今の言葉では、

定義では踏み越えてしまったということで、やはり違憲の考え方に立っている」と述べて、従来の

安保法制がぎりぎりで、これを踏み越えてしまったものであり違憲であるとの考えを示した。その

後の各委員の質問は、こうした点に集中し、各委員の所属政党の立場からの説明や質問がなされた

が、安全保障関連法案を与党協議で取りまとめた公明党副代表の北側一雄委員は、「憲法 9条の下で

どこまで自衛の措置が許されるんだということについて」、「あの昨年の ７月 １日の閣議決定に至る

まで、相当突き詰めた議論をさせていただいた」として、参考人に意見を求めたが、長谷部参考人

は、「従来の政府の見解、ご指摘の憲法１３条に言及された、その基本的な論理の枠内におさまってい

るかといえば、私は、おさまっていないと思います。他国への攻撃に対して武力を行使するという

のは、これは自衛というよりはむしろ他衛でございまして、そこまでのことを憲法が認めているの

か、、そういう議論を支えることは、私は、なかなか難しいのではないかというふうに考えている」

と述べた。さらに、大平委員（共産党）が、閣議決定による従来の政府見解の変更と立憲主義の問

題について質問したのに対して、長谷部参考人は、「昨年 ７月 １ 日の、集団的自衛権も行使される

ことが許容される場合があり得る、あの閣議決定による政府の憲法解釈の変更は、要するに、あの

閣議決定の文面自体が、基本的な論理の枠内であることと法的な安定性が保たれることを政府の憲

法解釈変更の許容度を示す要件としているんですけれども、いずれの点でもやはり大いに欠陥があ

る。従来の政府の憲法解釈の基本的な論理の中におさまっていない。個別的な自衛権のみが許され

るという、その論理によって、なぜ集団的自衛権の行使が許されるのか、その説明が十分とはとて

も言えないものであるというふうに考えますし、その変更の結果として、では、どこまでも武力の

行使は許されることになったのか、その点も不明確でございまして、法的な安定性も保たれている
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とは言えないというふうに考えております。その点におきまして、立憲主義に対してももとるとこ

ろがあるというふうに私は考えております。」と述べている。このような憲法学者による憲法違反と

の指摘に対して、安全保障関連法案の違憲性の問題がよりクローズアップされ、広く世論を喚起す

ることになった。

　 6月 5日の衆議院安保法制特別委員会では、 ３人の憲法学者が安全保障関連法案を憲法違反と指

摘したことについて、とくに野党側からこの法案の違憲性を追及され、政府与党側はその対応に追

われた。横畠裕介内閣法制局長官は、「これまでの憲法解釈との論理的整合性は保たれ、法的安定性

は保たれている」と答弁し、また、中谷元防衛大臣は、「行政府による憲法解釈として裁量の範囲

内」と述べて、法案の合憲性を強調した。さらに、菅義偉内閣官房長官は、6月 ４日の記者会見で、

「憲法解釈として法的安定性は確保されている。違憲との指摘は全く当たらない」と反論し、「全く

違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」と発言していたが、 6月１0日の記者会見では、

違憲ではないと発言する憲法学者として ３人の名前を挙げ、「私は数ではないと思いますよ。憲法の

番人は最高裁だから、その見解に基づいて今回の法案を提出した」と述べて、憲法の番人として憲

法学者より最高裁の判断が重要との見解が示されるようになった。谷垣禎一自民党幹事長も、 6月

７日の街頭宣伝で、「違憲・合憲を判断する最高裁は、日本が持つ固有の自衛権として集団的自衛権

も否定してはいない。今度の法案も、まさに最高裁の憲法論の枠内で作られている」と発言し、安

倍晋三首相も、6月 8日のG ７ サミット後の内外記者会見において、「今回の法整備に当たって、憲

法解釈の基本的論理は、全く変わっていません。この基本的論理は、砂川事件に関する最高裁判決

の考え方と軌を一にするものであります。」と述べて、安全保障関連法案が砂川最高裁判決と整合性

を持つものであり、違憲と指摘した憲法学者の見解に対して、砂川最高裁判決を合憲の根拠として

援用するようになった。

　こうした状況において、政府は、6月 9日に、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等に

ついて」と題する政府見解を表明したが、限定的な集団的自衛権の行使は最高裁が認めた自衛権の

範囲内であり合憲であるとするもので、最高裁の判断を合憲の根拠とするようになっている。そし

て、6月１0日の衆議院特別委員会では、中谷元防衛大臣は、「７２年見解は、砂川判決の考え方と軌を

一にするもので、これを元に作られた武力行使の新 ３要件は、憲法違反ではない」と発言して、砂

川判決を持ち出している。さらに、 6月１１日の衆議院憲法審査会では、 6月 ４日の憲法審査会の参

考人の違憲との指摘を受けて、各党代表の委員から発言がなされ、安全保障関連法案を与党協議で

取りまとめた責任者である自民党副総裁の高村正彦委員は、「先般の閣議決定における憲法解釈は、

我が国を取り巻く安全保障環境の大きな変化を踏まえて、砂川判決の法理のもとに、かつ、これま

での憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意して、昭和４７年見解などの従来の政府見解

における憲法 9条の解釈の基本的な論理、法理の枠内で、合理的な当てはめの帰結を導いた」もの

であり、「合理的な解釈の限界を超えるような便宜的、意図的憲法解釈の変更ではなく、違憲である

という批判は全く当たらない」とし、「私たちは、憲法を遵守する義務があり、憲法の番人である最

高裁判決で示された法理に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、自衛のための必要

な措置が何であるかについて考え抜く責務があります。これを行うのは、憲法学者でなく、我々の

（３9）

（４0）

（４１）

（４２）
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ような政治家なのです」、「憲法の番人は、最高裁判所であって、憲法学者ではありません。」と述べ

て、安全保障関連法案が最高裁砂川判決の法理に従ったもので合憲であり、憲法の最終的な判断を

行うのは最高裁であって、憲法学者ではないと断言し、さらに、国民や国家にとって必要な措置を

考えるのは、自分達のような政治家であって、憲法学者ではないと言い切っている。

　このように、安全保障関連法案の合憲性の問題の議論では、憲法学者による違憲との指摘を受け

て、政府与党側は、「憲法学者が決めるわけではない」と開き直る対応を示し、最高裁砂川判決を援

用して合憲との見解を展開するようになった。砂川判決を持ち出すのは、違憲か否かを判断するの

は、憲法学者ではなく、最高裁であるという点を強調し、これによって、憲法学者が示した違憲論

には、法的根拠がないことを国民に納得させようとするねらいがあると思われる。しかし、最高裁

砂川判決は、そもそも集団的自衛権を視野に入れた考察をしておらず、安全保障関連法案の合憲性

の根拠とはなりえない。

　　⑤最高裁砂川事件判決と集団的自衛権

　砂川事件は、１95７年当時、駐留アメリカ軍が使用する東京都砂川町の立川飛行場（現在ではわが

国に返還され、昭和記念公園や自衛隊基地として利用されている）の拡張計画に対して反対運動が

広がり、拡張工事が開始された際に、反対する運動員の一部が飛行場内に立ち入ったことが、「日本

国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約（旧安保条約）第 ３条に基づく行政協定に伴う刑事特別

法」 ２条に該当するとして起訴された事案である。裁判では、とくに憲法上の争点として、憲法 9

条の解釈、自衛権の有無、安保条約や駐留アメリカ軍の憲法適合性、司法審査権の範囲などが争わ

れた。第一審判決（東京地判昭和３４･ ３ ･３0下刑集 １巻 ３号７７6頁）は、自衛権を否定はしないが、自

衛のための戦力の保持も許されず、駐留アメリカ軍は、憲法 9条 ２項が禁止する戦力に該当し違憲

であると判断して、被告人を無罪とした。これに対して、検察側は最高裁に跳躍上告を行い、最高

裁判決（最大判昭和３４年１２月１6日刑集１３巻１３号３２２5頁）は、自衛権は否定されておらず、また、 9

条 ２項が保持を禁止した戦力とはわが国自体の戦力を指すもので駐留する外国の軍隊は戦力には該

当しないとし、安保条約は高度の政治性を有するもので、一見極めて明白に違憲無効であると認め

られない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものと判断し、原判決を破棄・差戻しとした。

　まず、憲法 9条がその保持を禁じている戦力と駐留アメリカ軍の存在について、第一審判決は、

憲法 9条は「自衛権を否定するものではないが、侵略的戦争は勿論のこと自衛のための戦力を用い

る戦争及び自衛のための戦力の保持をも許さない」もので、「わが国が外部からの武力攻撃に対する

自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動

義務の有無に拘らず、日本国憲法第 9条第 ２項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力

の保持に該当する」ものであり、「結局わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべか

らざるものといわざるを得ない｣ として、駐留アメリカ軍は憲法 9条 ２項の戦力に該当して違憲で

あると判断している。それに対して、最高裁判決は、「憲法 9条の趣旨に即して同条 ２項の法意を

考えてみるに、同条項において戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自

らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条 １項において永久に放棄す

（４３）

（４４）
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ることを定めていわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためである」、「従っ

て、同条 ２項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項

がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦

力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留す

るとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである｣ として、駐留アメリカ軍は 9条 ２

項の戦力に該当しないと判断したものである。

　そして、自衛権について、第一審判決は、「日本国憲法はその第 9条において、国家の政策の手

段としての戦争、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄したのみならず、国家が戦争を行う

権利を一切認めず、且つその実質的裏付けとして陸海空軍その他の戦力を一切保持しないと規定し

ている。即ち同条は自衛権を否定するものではないが、侵略的戦争は勿論のこと自衛のための戦力

を用いる戦争及び自衛のための戦力の保持をも許さないとするもの」であって、「現実的にはいか

に譲歩しても右のような国際平和団体を目ざしている国際連合の機関である安全保障理事会等の執

る軍事的安全措置等を最低線としてこれによってわが国の安全と生存を維持しようとする決意に基

づくもの」であると判断して、「自衛権」を認めつつ、その具体的手段としては、国際連合機関の

安全措置等が憲法上許容される最低線であるとしている。それに対して、最高裁判決は、憲法 9条

は、「同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろ

んこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権はなんら否定されたものではなく、わが憲法

の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない」とし、「わが国が、自国の平和と安全を

維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうることは、国家固有の権能の行使とし

て当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法 9条 ２項により、同条

項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲

法前文にいわゆる平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もってわれらの

安全と生存を保持しようと決意したのでる。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連

合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものではなく、わが国の平

和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である

限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであっ

て、憲法 9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら

禁ずるものではない」と判断して、「主権国として持つ固有の自衛権」を認めて、その手段としての

「必要な自衛の措置」は、原判決が言及した措置に限定されず、「他国に安全保障を求めること」も

認められるとしている。

　このように、最高裁は、砂川事件判決で、憲法 9条の下で「自衛権」を認めており、「主権国とし

て持つ固有の自衛権」として、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の

措置をとりうること」は、「国家固有の権能の行使」として当然に認められるとしている。国家固

有の権利としての自衛権は、独立国家であれば当然有する権利であるが、国連憲章ではその5１条で

「個別的又は集団的自衛の固有の権利」として規定し、「個別的自衛権」に加えて「集団的自衛権」

について定めている。この「集団的自衛権」は、「他国に対する武力攻撃を、自国の実体的権利が侵
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害されていなくても、平和と安全に関する一般的利益に基づいて援助するために防衛行動をとる権

利」であり、日本国憲法の下では認められないと解されている。砂川事件では、わが国の集団的自

衛権が問題となったわけではなく、裁判の争点として取り上げられていないので、集団的自衛権に

ついては、事案としても、判決としても、触れられていないものであり、砂川判決の評釈でも学説

の理解でも、集団的自衛権の問題は全くの対象外と考えられてきた。

　にもかかわらず、政府与党側は、集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法案の合憲性の根拠

として、この砂川事件最高裁判決を持ち出して、必要な自衛の措置のうち個別的自衛権と集団的自

衛権の区別をしていないことを理由に、国連憲章が個別的自衛権と集団的自衛権を各国に認めてい

るのだから、わが国の自衛権においても集団的自衛権を含めて判断したものと解することが「砂川

判決の法理」であるとして、説明がなされている。しかし、最高裁判決が述べている「わが国が主

権国として持つ固有の自衛権」や「国家固有の権能の行使として」「わが国が、自国の平和と安全

を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうる」のは、国連憲章の「個別的自衛

権」のことであり、他国に対する武力攻撃に対して防衛行動をとる「集団的自衛権」自体は、「国家

固有」の「自衛権」とは本質的に異なるものである。したがって、砂川事件で問題となったのは、

「わが国が主権国として持つ固有の自衛権」についてであり、集団的自衛権の行使の可否については

全く問題とはされていない。政府与党側の説明は、判例の捉え方に関する法解釈を誤っているもの

である。そもそも、７/１閣議決定で従来の政府見解を変更するまで、政府は、この砂川判決の後も、

一貫して集団的自衛権行使は憲法上許されないとの立場をとってきたのであり、その点からは、砂

川判決について集団的自衛権を認めたものではないとの認識であったはずである。憲法・法令等の

解釈は、権力を制約的に解するのが立憲主義の立場であり、憲法・法令等が明示していない場合は、

国民にとっては自由に行使可能と解することができるが、権力側にとっては行使が不可となると制

約的に解すべきものである。最高裁砂川判決から集団的自衛権行使が可能との解釈を導く政府与党

側の姿勢は、まさに「立憲主義」に反するものと評価できる。

　　⑥安全保障関連法案の違憲性

　以上のように、安倍内閣が国会に提出し現在参議院で審議中の「安全保障関連法案」は、憲法の

定める手続やルールに反している点で「手続上の違憲」の部分があるとともに、集団的自衛権の行

使を認める点で「内容上の違憲」の部分があるものである。

　まず、７/１閣議決定により、従来の政府解釈を変更して、内閣が集団的自衛権の行使を認める解釈

を行ったことは、内閣の意思のみで事実上の憲法改正に等しい方針の決定を行ったものであり、憲

法上内閣に認められた権限を逸脱するもので、65条・７３条・99条に違反する。また、４/２７日米合意

で、政府が「日米防衛協力指針（ガイドライン）」を改定して、未成立の「安全保障法制」の先取り

をすでに決定したことは、内閣の権限を逸脱するだけでなく、国会の立法権を侵害するもので、65

条・７３条・４１条・6１条に違反する。そして、重要法案であるにもかかわらず一括法案として策定・

審議され、衆議院で強行採決されたことは、行政府の恣意的な解釈を立法府が追随して正当化する

ことにもなり、国会自らが立法権の行使を軽視するもので、４１条に違反する。さらに、「安全保障関

（４5）
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連法案」の内容そのものについて、政府がこれまで憲法 9条の下では違憲と説明してきた集団的自

衛権の行使を可能とし、他国の軍隊による武力行使に自衛隊が地理的限定なく緊密に協力すること

を認めていることは、明らかに 9条に違反する。

　政府与党は、この「安全保障関連法案」について、「国民の生命・安全と平和を守るため」に、国

際環境における脅威の拡大に対して切れ目のない対応の整備が「必要」であることや、政治家とし

て自衛のための必要な措置が何であるかについて考える「責務」があることを強調して、「法案」の

「必要性」を述べ、事実上「憲法適合性」に優先させる議論を行っている。しかし、法律の「必要

性」の問題と「憲法適合性」の問題は、次元の異なる問題であり、国民の生命・安全や平和を保障

する必要であれば合憲なのか、他の憲法原理や規定と矛盾しても合憲といえるのか、憲法上の根本

的な位置づけが全く無視されているものである。「立憲主義」の原理からすれば、国家にとって「必

要性」が認められても、「憲法適合性」のないものは、違憲なものとして排除されるのであり、憲法

と抵触する部分については、「必要性」のあるものでも認められないのが当然である。憲法と抵触す

る部分については、「憲法改正」がなされない限り、憲法上認められないのが原則である。「安全保

障関連法案」は、まさに「憲法適合性」のないものとして、認められないものである。

4 ．おわりに

　今日のわが国では、憲法違反と考えうる事態がさまざまなところで生じているように思われる。

特定秘密保護法の成立によって、外交・防衛事項をはじめとして国家の機密を保護するために情報

収集の手段や行使を罰則によって制約し、民主主義社会では最も尊重されなければならない情報の

自由な流通が阻害され、国民の表現の自由や知る権利の保障をよりいっそう侵害する状況が出現し

ようとしている。さらに、政権与党が、政権に批判的な番組があったとして複数のテレビ局の経営

幹部から個別番組の問題について「事情聴取」することや、与党内の会合で与党議員らから「マス

コミを懲らしめる」という報道機関を威圧する発言がなされるなど、権力側が報道機関に対して表

現活動を萎縮させる行為が生じている。その一方では、政権与党側からは、各人には表現の自由が

あるとして、このような与党側の行為に対して擁護しようとする発言が見られたりする。自由をは

じめとする基本的人権が「権力」からの制約や干渉を排除するという「人権の本質」が理解されて

おらず、政治家をはじめとする「権力」を行使する側が、どうして「憲法によって権力が拘束され

る」必要があるのか、なにゆえ「憲法に従って権力を行使する」ことが求められるのか、「立憲主

義」の意味すら把握されていないと見受けられる。

　このような中で、教育・雇用・社会保障など憲法が国民の権利として保障してきた制度の枠組み

が大きく変更され、外交や安全保障についても、すでに国民の目が届かないような秘密の領域を拡

大しつつ、集団的自衛権の名の下にわが国が戦闘にかかわりやすくなる状況が作り出されようとし

ている。第一次安倍内閣の下で行われた教育基本法の全面的な改正は、教育の領域に国家・公権力

の介入を強化するものであり、また、安全保障の領域においても、昨年には、これまで堅持してき

た武器輸出三原則を撤廃し防衛装備移転三原則を定めて兵器本体の技術供与を可能とし、あるいは、
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今年の 6月には、改正防衛省設置法の成立により、防衛省背広組（文官）を制服組（自衛官）より

優位としてきた規定を改めて両者を対等として「文官統制」を廃止するなど、これまでの枠組みが、

すでに大きく変更されている。政治の方向が全体として一つの方向に収斂されながら、国民生活に

とって、憲法で保障されている自由や権利がしだいに侵食されてしまう社会が近づきつつあると懸

念せざるを得ない。

　そして、本稿で述べてきたように、政治の舞台では、違憲状態の選挙で選出された国会議員が、

内閣総理大臣を選出して内閣を組織し、かくして成立した政権が中心となって、憲法違反の安全保

障関連法案の策定や審議を進めているように、今日の政治状況が、二重の意味において憲法違反と

なっている。現在の政治状況は、「違憲の政治家」が、「違憲の政治を行っている」ものであり、違

憲の政治を是正するために、「立憲主義を取り戻す」ことが求められている。

　まさに政治家の「政治家としての良心」が問われている。国会議員として「襟を正す」（一票の

格差を是正し、国民代表としての正当性を確立する）こと、政治家自らの手で「立憲主義を取り戻

す」ことが、先決である。

〈追記〉

　「安全保障関連法案」は、9月１７日に、参議院安保法制特別委員会で強行採決により可決され、同

１9日に、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決されて、成立した。

〈付記〉

　本稿は、２0１5年 6 月１３日に開催された本学法科大学院法曹養成研究所主催の第４３回法務研修セミ

ナーにおいて、同一テーマで行った報告をもとに、その後の政治状況の展開などを含めて、補正・

加筆したものである。この報告は、近時のわが国の政治において、憲法上の問題があると思われる

点に焦点を当てて、憲法論的に考察し、その問題性を明らかにすることを目的にして、「違憲状態の

政治家によって憲法違反の政治が行われている」ことの問題性と「立憲主義を取り戻す」ことの重

要性について指摘したものである。

〈注〉

（ １）	 集団的自衛権の行使を容認する「安全保障関連法案」の審議経過については、衆議院ホームペー
ジ（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika）参照。

（ ２）	「安全保障関連法案」は、既存の１0法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」（「我が国及
び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」）と新設の
「国際平和支援法案」（「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する
協力支援活動等に関する法律案」）の二本立てのものである。「平和安全法制整備法案」および「国
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際平和支援法案」については、衆議院ホームページ（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.
nsf/html/gian/honbun/houan/gl１89050７２、および http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.
nsf/html/gian/honbun/houan/gl１89050７３）参照。

（ ３）	 ２0１４年（平成２6年）１２月１４日の衆議院総選挙について、小選挙区２95の選挙区間における最大較差
が２.１３倍であったが、投票価値の平等に反するとして選挙無効訴訟が提起され、２0１5年 ３ 月から ４
月にかけて、１７件の高等裁判所判決が出されている。「合憲」とする判決が ４件、「違憲状態」とす
る判決が１２件、「違憲」とする判決が １件で、「投票価値の著しい不平等状態で選出」されているこ
とを認める判断が大多数となっている。年内にも、最高裁判所の統一的な判断が出される見通しで
あるが、最高裁は、平成２5年判決（最大判平成２5・１１・２0民集6７-8-１50３）で、２0１２年（平成２４年）
１２月１6日の衆議院総選挙における最大較差２.４２5倍について「違憲状態」と判断している。

（ ４）	 最高裁は、平成２6年判決（最大判平成２6・１１・２6民集68-9-１３6３）で、２0１３年（平成２5年） ７月２１
日の参議院通常選挙について、選挙区選挙の選挙区間における最大較差４.７７倍に対して、「違憲状
態」と判断し、その前の平成２４年判決（最大判平成２４・１0・１７民集66-１0-３３5７）で、２0１0年（平成
２２年） ７月１１日の参議院通常選挙について、選挙区選挙の選挙区間における最大較差5.0１倍に対し
て、「違憲状態」と判断していた。

（ 5）	 現内閣を率いる安倍晋三首相は、第一次安倍内閣（２006年 9 月２6日～２00７年 9 月２6日）を退いた
後、２0１２年 9 月２6日に行われた自民党総裁選で党総裁に返り咲き、同年１２月１6日に実施された衆議
院総選挙では、「日本を取り戻す」とのスローガンの下に自民党が圧勝して、第二次安倍内閣（２0１２
年１２月２6日～２0１４年１２月２４日）を組織し、２0１４年１１月２１日の「アベノミクス解散」および１２月１４日
の総選挙では、自民・公明の与党が大勝して、第三次安倍内閣を発足（２0１４年１２月２４日）させて、
現在に至っている。「日本を取り戻す」とのスローガンは、２0１３年 ７ 月２１日に実施された参議院通常
選挙においても、自民党の公約であったが、「日本」をどのようにすることが「取り戻す」ことに
なるのか、必ずしも明確ではないものの、目指している内容は、自民党の改憲案に示されている方
向であることは明らかである。第一次安倍内閣においては、「戦後レジームからの脱却」をスロー
ガンとしていたが、「戦後レジーム」とは、まさに「日本国憲法」を基本とした統治原理とシステ
ムであり、その「脱却」とは、この憲法原理・システムからの脱却すなわち憲法の基本的枠組みの
変更に他ならない。この第一次安倍内閣では、教育基本法の全面改定、防衛庁の防衛省への昇格、
憲法改正手続法の制定など、すでに憲法の基本的枠組みを変更することに着手されている。第二次
安倍内閣では、総選挙の結果、改憲を目指す党派が衆議院の総議員の ３分の ２以上という改憲発案
要件を超えたこともあって、憲法改正についての議論が生じ、具体的には、「96条先行改正」とし
て改憲問題が示されたが、多くの批判もあって断念することとなった。そして、２0１３年 ７ 月２１日の
参議院通常選挙の結果、改憲を目指す党派が参議院における改憲発案要件を大きく下回ったことか
ら、明文改憲路線は現実的ではなくなった。ここから、憲法改正手続に着手する前に改憲に近い
結果を得る路線に重点が置かれることとなり、何よりも、「専守防衛」に代わって「積極的平和主
義」と「日米同盟強化」を前面に押し出して、集団的自衛権行使を容認する「閣議決定」と「安全
保障関連法案」の法制化という、まさに立憲主義に反する政治が全面化することに至ったと考える
ことができる。かくして、憲法原理からすれば、「立憲主義を取り戻す」ことが求められていると
いえる。森英樹「 ７・ １閣議決定とその先にあるもの－安倍路線のゆくえ」（『法学セミナー』７２0
号、２0１5年）１0頁以下参照。

（ 6）	 拙稿「日本国憲法における議院内閣制の構造とその運用」（『法学新法』１２0巻 １・ ２ 号、２0１３年）
50３頁以下参照。

（ ７）	 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法』（第六版、岩波書店、２0１5年）２6２頁～２66頁、野中俊彦・中村
睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅱ』（第 5版、有斐閣、２0１２年）１6頁～３４頁、辻村みよ子『憲法』
（第 ４版、日本評論社、２0１２年）３３１頁～３３３頁参照。
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（ 8）	 ①普通選挙について１5条 ３ 項・４４条但書、②平等選挙について１４条 １ 項、③自由選挙について１5
条 ４ 項後段、④秘密選挙について１5条 ４ 項、⑤直接選挙については、国会議員の選挙に関して明示
の規定はないが、この直接選挙の意味を、選挙の過程に他者の意思が介入することなく、選挙人の
投票の意思が選挙結果に直接反映されるかたちで、公務員が選定されるという意味を含めて広く解
する場合には、４３条 １ 項もしくは１5条 １ 項・ ３項を根拠に、憲法上の原則として解される。

（ 9）	 芦部・前掲注（ ７）１４１頁。
（１0）	 辻村・前掲注（ ７）３３７頁参照。
（１１）	 芦部・前掲注（ ７）１４6頁。
（１２）	「真にやむを得ない合理的な理由」の １つとして、「過疎化」や「地域間格差」に基づく「地域代

表」を容認する立論がある。
（１３）	 さらに、「原則はあくまで １対 １ であることから、衆議院の場合と同様、技術的に人口比例原則

を徹底しうる場合には、たとえ １対 ２以内でも違憲性を認めうるような厳格な基準を設定すること
に、憲法理論上妥当性がある」とする見解もみられる。辻村・前掲注（ ７）３４１頁。

（１４）	 拙稿「最高裁の違憲審査の活性化と憲法判例－最近の最高裁判決をめぐって－」（『中京ロイヤー』
１8号、２0１３年）１１0頁～１１１頁参照。

（１5）	 拙稿「参議院の特殊性と投票価値の平等－参議院議員定数不均衡訴訟最高裁判決をめぐって－」
（『中京ロイヤー』１３号、２0１0年）２７頁以下参照。

（１6）	 選挙無効訴訟では、選挙無効とする訴訟提起の対象となった選挙区について選挙の無効を判断す
るものであるが、選挙区における議員定数不均衡が問題となった訴訟では、最高裁は、選挙区割や
議員定数配分が議員総数との関係で決定され、相互に有機的に関連するものであることから、不可
分一体のものと捉えて、配分規定が全体として違憲の瑕疵を帯びるものと判断しており（最大判昭
和5１・ ４・１４民集３0-３-２２３）、このような判断は今日でも踏襲されている。したがって、衆議院小選
挙区選挙の選挙区割の規定や参議院地方区選挙の議員定数配分の規定は、全体として「違憲」状態
と考えるべきものである。

（１７）	 拙稿・前掲注（ 6）506頁～5１0頁参照。
（１8）	 同5１6頁～5１７頁参照。
（１9）	 同5１７頁～5１9頁参照。
（２0）	 同5１9頁～5２１頁参照。
（２１）	 第１86回通常国会の衆議院予算委員会における安倍首相の発言（２0１４年 ２ 月 ３ 日）。「憲法の性格」

を尋ねた畑浩治委員（生活の党）の質問に対する安倍首相の答弁内容である。衆議院ホームペー
ジ（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/00１8１86２0１４0２0３00３.
htm）参照。

（２２）	 第１89回通常国会の衆議院安保法制特別委員会における中谷防衛相の発言（２0１5年 6 月 5 日）。
「安全保障関連法案の違憲性」を尋ねた辻元清美委員（民主党）の質問に対する中谷防衛相の答弁
内容である。衆議院ホームページ（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/
kaigiroku/0２98１89２0１5060500７.htm）参照。

（２３）	 安倍首相の側近で、安全保障関連法案の作成にも直接関わったとされる礒崎陽輔首相補佐官が、
２0１5年 ７ 月２6日の大分市での講演で、「考えないといけないのは、わが国を守るために必要な措置か
どうかで、法的安定性は関係ない」と発言したため、8月 ３日の参議院安保法制特別委員会に参考
人として招致され、発言を撤回して陳謝した（朝日新聞２0１5年 8 月 ４ 日朝刊紙面・社説参照）。こ
の「法的安定性」とは、憲法を基本とする法体系の安定性のことであり、これを無関係だとするこ
とは、憲法の法的要請を無視することであり、まさに立憲主義への「挑戦」に他ならない。また、
２0１5年 6 月１0日の衆議院安保法制特別委員会で、中谷元防衛大臣や横畠裕介内閣法制局長官が、集
団的自衛権の行使を容認した憲法解釈について、将来的に日本を取り巻く安全保障環境が変化すれ
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ば再び変更する可能性を否定しなかったことは（衆議院ホームページ http://www.shugiin.go.jp/
internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0２98１89２0１506１0008.htm参照）、権力を拘束する憲法
の解釈が、政府の判断しだいで再び変更されることを認めるものであり、これは政府の判断により
憲法の内実が変わりうるというもので、立憲主義そのものに反する。

（２４）	 野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法Ⅰ』（第 5版、有斐閣、２0１２年）１68頁～１69頁
参照。

（２5）	 同１69頁～１７３頁参照。
（２6）	 芦部・前掲注（ ７）59頁～60頁。
（２７）	 第二次安倍内閣は、２0１４年 ７ 月 １ 日の臨時閣議で、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ

目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定を行い、集団的自衛権の行使を容認する決定を
した。首相官邸ホームページ（http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/２0１４/kakugi-２0１４0７0１0２.html）
参照。

（２8）	 ２0１４年 ７ 月 １ 日閣議決定を含めて、集団的自衛権行使容認を批判するものとして、森英樹編『集
団的自衛権行使容認とその先にあるもの』（日本評論社、２0１5年）参照。

（２9）	 第三次安倍内閣が、２0１5年 ４ 月２７日に、日米両政府の下で合意した新たな「日米防衛協力のための
指針」（ガイドライン）は、Ⅰ．防衛協力と指針の目的、Ⅱ．基本的な前提及び考え方、Ⅲ．強化さ
れた同盟内の調整、Ⅳ．日本の平和及び安全の切れ目のない確保、Ⅴ．地域の及びグローバルな平
和と安全のための協力、Ⅵ．宇宙及びサイバー空間に関する協力、Ⅶ．日米共同の取組、Ⅷ．見直
しのための手順、から成っている。防衛省ホームページ参照（http://www.mod.go.jp/j/approach/
anpo/shishin/shishin_２0１50４２７j.html）参照。

（３0）	 愛敬浩二「安保法案のねらいと法案論議の問題点」（『法律時報』8７巻 9 号、２0１5年）１頁～ ２頁
参照。

（３１）	 第三次安倍内閣は、２0１5年 5 月１４日の臨時閣議で、「安全保障関連法案」を閣議決定した。首相
官邸ホームページ（http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/２0１5/kakugi-２0１505１４0１.html）参照。

（３２）	「安全保障関連法案」の審議経過については、前掲・注（ １）参照。
（３３）「平和安全法制整備法案」（「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法

等の一部を改正する法律案」）は、第 １条で「自衛隊法」の一部改正、第 ２条で「国際平和協力法」
（「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」）の一部改正、第 ３条で「周辺事態法」（「周
辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」）の一部改正と名称変
更（「重要影響事態法」〔「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関す
る法律」〕）、第 ４条で「船舶検査活動法」（「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」）
の一部改正と名称変更（「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」）、第 5条で
「武力攻撃事態法」（「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保
に関する法律）の一部改正と名称変更（「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和
と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律）、第 6条で「米軍行動関連措置法」（「武力攻
撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」）の一
部改正と名称変更（米軍等行動関連措置法」〔「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ
合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」〕）、第 ７条で「特定公共施設等
利用法」（「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律」）の一部改正、第 8条で
「外国軍用品等海上輸送規正法」（「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する
法律」）の一部改正と名称変更（「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送
の規制に関する法律」）、第 9条で「捕虜取扱い法」（「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関す
る法律」）の一部改正と名称変更（「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関す
る法律」）、第１0条で「国家安全保障会議設置法」の一部改正、について定めており、さらに、「附
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則」において、「道路交通法」をはじめとして関連する諸法律の各規定の改正について定めるもの
となっている。衆議院ホームページ（http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/
honbun/houan/gl１89050７２）参照。

（３４）	 愛敬・前掲注（３0） １ 頁参照。
（３5）	「国際平和支援法案」（「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対す

る協力支援活動等に関する法律案」）は、全１5条から成り、附則において、「平和安全法制整備法」
の施行に合わせて施行されることが定められている。衆議院ホームページ（http://www.shugiin.
go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/gl１89050７３）参照。

（３6）	 安全保障関連法案を批判するものとして、森英樹編『安保関連法総批判 憲法学からの「平和安
全」法制分析』（日本評論社、２0１5年）参照。

（３７）	「安全保障関連法案」の審議経過については、前掲・注（ １）参照。
（３8）	 憲法審査会は、憲法問題に関する調査や審議等を行う組織として国会の両院に設置されているも

のであるが、２0１5年 6 月 ４ 日の衆議院憲法審査会は、憲法学者の意見を聴取するために開催された
ものである。当日の憲法審査会の審議内容については、「第１89回国会衆議院憲法審査会会議録第 ３
号」（衆議院ホームページ http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/１89/0２50/１89060４0２5000３.
pdf）参照。

（３9）	 ２0１5年 6 月 5 日の衆議院安保法制特別委員会については、衆議院ホームページhttp://kokkai.ndl.
go.jp/SENTAKU/syugiin/１89/0２98/main.html 参照。

（４0）	 ２0１5年 6 月 ４ 日の衆議院憲法審査会における憲法学者の違憲との指摘が表明されてから、政府与
党側は、安全保障関連法案の合憲性を説明するために、最高裁砂川判決を援用するようになったが、
集団的自衛権行使を容認することになった２0１４年 ７ 月 １ 日閣議決定の前に、高村自民党副総裁は、
砂川判決は自衛権に触れた唯一の判決であり集団的自衛権を除外してはいないと発言して、集団的
自衛権行使容認の法的根拠を示そうとしていたものの、当時、山口公明党代表が砂川判決は集団的
自衛権を視野に入れた判決ではないと発言していたように、一般的には受け入れられる状況にはな
かったこともあって、その後はこの点に関する説明は下火になっていた。

（４１）	 ２0１5年 6 月 8 日の安倍首相のG ７サミット後の内外記者会見については、首相官邸ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/9７_abe/statement/２0１5/0608naigai.html 参照。

（４２）	 ２0１5年 6 月１１日の衆議院憲法審査会の審議内容については、「第１89回国会衆議院
憲 法 審 査 会 会 議 録 第 ４ 号 」（ 衆 議 院 ホ ー ム ペ ー ジ http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/
syugiin/１89/0２50/１8906１１0２5000４.pdf）参照。

（４３）	 砂川事件については、浦田一郎「自衛権・戦力・駐留軍－砂川事件」（『憲法判例百選Ⅱ（第 6
版）』有斐閣、２0１３年）３60頁～３6２頁参照。

（４４）	 差戻し後について、東京地裁判決（東京地判昭和３6・ ３・２７判時２55-７）は、被告人に刑事特別
法を適用して罰金刑を言い渡し、東京高裁判決（東京高判昭和３７・ ２ ・１5判タ１３１-１50）は、控訴
を棄却した。

（４5）	 政府与党側は、安全保障関連法案の合憲性の根拠として、最高裁砂川判決を持ち出し、憲法の番
人は最高裁であって憲法学者ではないとの理由で、憲法学者による違憲の指摘を逃れようとしてい
るが、それほど最高裁判決を重視するのであれば、同じ最高裁がこれまで何度も「一票の格差」の
問題に「違憲状態」の判断をしてきたことに対して、どのような対応をしてきたのか、疑問を抱か
ざるを得ない。


